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様式第１号（第１条関係） 

（表面） 

 

蜜 蜂 飼 育 届                

 

年  月  日  

 （宛先） 

      埼玉県知事  

                   住     所              

                    氏     名              

                    
法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名               

   

電 話 番 号                       

 

  養蜂振興法第３条第１項の規定により、次のとおり蜜蜂の飼育について届け出ます。 

 

 １     年１月１日現在蜜蜂飼育状況 

飼  育  場  所 飼 育 蜂 群 数 

 
 

（うち日本蜜蜂            ） 

 

 ２     年蜜蜂飼育計画 

飼 育 場 所 
飼 育 予 定 

最 大 計 画 蜂 群 数 
飼 育 期 間 

 
 

（うち日本蜜蜂     ） 
  月  日から  月  日まで 

 
（うち日本蜜蜂     ） 

  月  日から  月  日まで 

 
（うち日本蜜蜂     ） 

  月  日から  月  日まで 

 
（うち日本蜜蜂     ） 

  月  日から  月  日まで 

 
（うち日本蜜蜂     ） 

  月  日から  月  日まで 

 
（うち日本蜜蜂     ） 

  月  日から  月  日まで 

  

 ３ 個人情報に係る同意事項 
 県が、蜂群の配置調整、蜜蜂の防疫、農薬被害の防止その他の養蜂の振興に必要な範

囲内で、協力を求める他の都道府県、市町村、蜜蜂飼育者その他の関係者に対して本届

に記載された個人情報を提供することについて 

□同意する □同意しない 

 

 



（裏面） 

 備考 

  １ 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入してください。 

  ２ 飼育場所は、巣箱の配置場所が確認できる情報（番地、号等並びに必要に応じ緯度

及び経度）を記入してください。なお、当該場所を特定できる地図を添付することに

より、記入に代えることができます。 

  ３ 飼育計画は、１月１日から１２月３１日までについて記入してください。 

   

 提出に当たっての留意事項 

   本届に記載された内容は、蜂群の配置調整、蜜蜂の防疫、農薬被害の防止その他の養

蜂の振興に必要な範囲内においてのみ利用します。 

   養蜂振興法第８条第１項の規定により、都道府県は、蜂群配置の適正の確保及び防疫

の迅速かつ的確な実施を図るため、蜂群配置に係る調整等の必要な措置を講じるものと

されており、蜜蜂の飼育を行うに当たっては、周辺の蜜蜂飼育者と配置調整が必要とな

る場合があります。本届の提出後、同条第２項の規定により、都道府県から、蜜蜂の飼

育の状況等に関し、必要な協力を求められることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第１条関係） 

（表面） 

 

蜜 蜂 飼 育 変 更 届                

 

年  月  日  

 （宛先） 

      埼玉県知事 

                  住     所               

                   氏     名               

                   
法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名               

   

電 話 番 号                       

 

  先に届けた事項について変更があったので、養蜂振興法第３条第３項の規定により、次

のとおり届け出ます。 

 

 １ 氏名又は名称及び代表者氏名並びに住所 

 氏名又は名称及び代表者氏名 住  所 

変更前   

変更後   

 

 ２     年１月１日現在蜜蜂飼育状況 

 飼  育  場  所 飼  育  蜂  群  数 

変更前  
 

（うち日本蜜蜂              ） 

変更後  
 

（うち日本蜜蜂              ） 
 

 ３     年蜜蜂飼育計画 

 飼 育 場 所 
飼 育 予 定 
最 大 計 画 蜂 群 数 

飼 育 期 間 

変更前 

 
 

（うち日本蜜蜂    ） 
  月  日から  月  日まで 

 
 

（うち日本蜜蜂   ） 
  月  日から  月  日まで 

 
 

（うち日本蜜蜂   ） 
  月  日から  月  日まで 

変更後 

 
 

（うち日本蜜蜂    ） 
  月  日から  月  日まで 

 
 

（うち日本蜜蜂   ） 
  月  日から  月  日まで 

 
 

（うち日本蜜蜂   ） 
  月  日から  月  日まで 

  

 ４ 個人情報に係る同意事項 
  県が、蜂群の配置調整、蜜蜂の防疫、農薬被害の防止その他の養蜂の振興に必要な範

囲内で、協力を求める他の都道府県、市町村、蜜蜂飼育者その他の関係者に対して本届

に記載された個人情報を提供することについて 

□同意する □同意しない 



（裏面） 
 

 備考 

  １ 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入してください。 
  ２ 変更があった事項を記入してください。 
  ３ 飼育場所は、巣箱の配置場所が確認できる情報（番地、号等並びに必要に応じ緯度

及び経度）を記入してください。なお、当該場所が特定できる地図を添付することに
より、記入に代えることができます。 

  ４ 飼育計画は、１月１日から１２月３１日までについて記入してください。 
 

 提出に当たっての留意事項 

   本届に記載された内容は、蜂群の配置調整、蜜蜂の防疫、農薬被害の防止その他の養

蜂の振興に必要な範囲内においてのみ利用します。 

   養蜂振興法第８条第１項の規定により、都道府県は、蜂群配置の適正の確保及び防疫

の迅速かつ的確な実施を図るため、蜂群配置に係る調整等の必要な措置を講じるものと

されており、蜜蜂の飼育を行うに当たっては、周辺の蜜蜂飼育者と配置調整が必要とな

る場合があります。本届の提出後、同条第２項の規定により、都道府県から、蜜蜂の飼

育の状況等に関し、必要な協力を求められることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第１条関係） 

（表面） 

 

蜜 蜂 転 飼 許 可 申 請 書                

 

年  月  日  

 （宛先） 

      埼玉県知事  

 

  住     所                

                   氏     名               

              
法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名               

 

電 話 番 号                       

 

  蜜蜂の転飼について許可を受けたいので、養蜂振興法第４条第１項の規定により、次の

とおり申請します。 

 

 １     年蜜蜂転飼計画 

転飼しよう

とする場所 

左の土地所有者の 

氏名又は名称及び代

表者氏名並びに住所 
最大計画蜂群数 転飼期間 

飼育者の氏名又は

名称及び代表者 

氏名並びに住所 

  

 

 

(うち日本蜜蜂   ) 

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

  

 

 

(うち日本蜜蜂   ) 

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

  

 

 

(うち日本蜜蜂   ) 

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

  

 

 

(うち日本蜜蜂   ) 

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

  

 

 

(うち日本蜜蜂   ) 

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

  

 ２ 個人情報に係る同意事項 
 県が、蜂群の配置調整、蜜蜂の防疫、農薬被害の防止その他の養蜂の振興に必要な範

囲内で、協力を求める他の都道府県、市町村、蜜蜂飼育者その他の関係者に対して本届

に記載された個人情報を提供することについて 

□同意する □同意しない 

 

 



（裏面） 

 備考 

  １ 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入してください。 

  ２ 転飼しようとする場所は、巣箱の配置場所が確認できる情報（番地、号等並びに必

要に応じ緯度及び経度）を記入してください。なお、当該場所が特定できる地図を添

付することにより、記入に代えることができます。 

 

 提出に当たっての留意事項 

   本届に記載された内容は、蜂群の配置調整、蜜蜂の防疫、農薬被害の防止その他の養

蜂の振興に必要な範囲内においてのみ利用します。 

 

  



様式第４号（第１条関係） 

（第１面） 

（第２面） 

 

第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

    年  月  日交付 

    年  月  日限り有効 

   埼玉県知事        □印  

 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に

丸印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  
 

写 

真 

（備考） １ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

     ２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令

の条項を記載すること。 

     ３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「〇」を、

有しない場合は「－」を記載すること。 

     ４ 第２面については、記載する法令の条項の数に応じて行を適宜追加す

ることとし、その全部又は一部を裏面に記載することができる。 

     ５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

     ６ この証明書は、関係する法令の規定を踏まえ、記載内容等を調整する

ことができる。 
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（備考）１ 生徒の氏名、生年月日等は、戸籍抄本又は住民票の抄本により正確に記入すること。 

２ 保護者は、入学願書に記入した者とすること。 

３ 保証人は、独立した生計を営む成年者であること。 

４ 保証人は、在学保証書に定める事項を遵守するものであり、民法（明治２９年法律第 

 ８９号）第４４６条第１項の保証人ではない。 

 

在 学 保 証 書              

年  月  日 

（宛先） 

埼玉県立    高等学校長 

現  住  所             

ふ り が な             
生 徒 氏 名             

年  月  日生 性別  

 

 上記の者（以下「生徒」という。）の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要があると判断した 

 場合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が休学、復学、退学、転学、転籍及び留学（以下「身上の異動」という。）に係る願

い出をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を履行させます。 

現  住  所             

上記生徒との関係             

ふ り が な             
保 護 者 氏 名             

 

 生徒の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒及び保護者への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要がある 

 と判断した場合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が身上の異動に係る願い出をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を

履行させます。 

現  住  所             

上記生徒との関係             

ふ り が な             
保 証 人 氏 名             

 

様式第３（第 19 条関係）

を伴う 
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（備考）１ 生徒の氏名、生年月日等は、戸籍抄本又は住民票の抄本により正確に記入すること。 

２ 保証人は、成年者であること。 

３ 保証人は、誓約書に定める事項を遵守するものであり、民法（明治２９年法律第８９

号）第４４６条第１項の保証人ではない。 

 

 

誓 約 書              

 

年  月  日 

（宛先） 

埼玉県立    高等学校長 

 

私は、在学中、学則その他の諸規則の定めを守り、学業に励み生徒の本分に背かないことを誓いま

す。 

 

現  住  所             

ふ り が な             
生 徒 氏 名             

年  月  日生 性別  

 

 上記の者（以下「生徒」という。）の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要があると判断した場 

 合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が休学、復学、退学、転学、転籍及び留学（以下「身上の異動」という。）に係る願い出 

 をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を履行させます。 

 

現  住  所             

上記生徒との関係             

ふ り が な             
保 証 人 氏 名             

様式第４（第 19 条関係）

を伴う 



 

（
埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規
則
の

一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
異
動
届
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

連
帯
保
証
人
を
変
更
し
た
と
き
は
、
前
項
の
異
動
届
の
ほ
か
、
改
め
て
保
証
書
を
教
育
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

保 証 書              

 

（宛先） 

埼玉県教育委員会 

収入印紙

貼り付け

箇 所 

 

修学奨励費借受人 住   所 

氏   名 

私は、上記の者が埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費貸与条例

（以下「条例」という。）の規定により貸与を受ける修学奨励費に係る下記の返還等の債

務については、本人と連帯して負担することを保証します。 

    年  月  日 

 

連帯保証人 氏   名            

生 年 月 日    年  月  日 

住   所            

電 話 番 号            

勤 務 先            

本人との関係            

 

記 

 

１ 修 学 奨 励 費 の 額 月額１万４，０００円 

２ 修学奨励費の貸与期間    年  月  日から   年  月  日まで 

３ 遅 滞 利 息 の 額 修学奨励費の返還事由が生じ、定められた期日までに返還

の債務を履行しなかった場合、条例第１０条の規定により、

返還すべき額に年１０．９５％の割合を乗じて得た額 

様式第４（第１条関係） 



 
 

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る



 

異     動     届 

 

年  月  日  

（宛先） 

 埼玉県教育委員会 

 

本   人 在学学校・学年（貸与決定番号）  

住 所              

氏 名              

法定代理人 住 所              

氏 名              

 

 下記の事項に異動がありましたので、埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程

生徒修学奨励費貸与条例施行規則第８条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

 （本人・法定代理人・連帯保証人） 

 異 動 事 項 異  動  前 異  動  後  

 住 所    

 電 話 番 号    

 氏 名    

 異動の理由    

 注１ 法定代理人の欄は、生徒が未成年者の場合に記入すること。 

  ２ 本人・法定代理人・連帯保証人のいずれかを○で囲むこと。 

  ３ 該当する事項のみ記入すること。 

  ４ 異動事項を証明する書類を添付すること。 

 

 

様式第６（第８条関係） 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  災害救助用備蓄食料「缶入りパン」 230,400食（段ボール箱１箱24食入り× 

 9,600箱） 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県農林部農産物安全課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年10月31日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町２丁目６番15号 

５ 落札金額 

  68,428,800円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年９月13日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

ＰＭ２．５・ＳＰＭ自動測定機 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県環境部大気環境課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和６年10月11日 

４ 落札者の氏名及び住所 

アドバンテック東洋株式会社  

東京都千代田区内幸町２丁目２番３号 

５ 落札金額 

39,006,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年８月23日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
五
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
が
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
男
女
共
同
参
画
こ
し
が
や
と
も
ろ
う 

二 

代
表
者
の
氏
名 

駒
﨑 

美
佐
子 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
越
谷
市
北
越
谷
二
丁
目
二
十
一
番
八
号 

四 

失
効
日 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

プ
ラ
イ
ム
ラ
イ
フ
ク

リ
ニ
ッ
ク
戸
田 

さ
い
た
ま
訪
問
診
療

所 に
じ
の
陣
屋
ク
リ
ニ

ッ
ク 

久
喜
東
ク
リ
ニ
ッ
ク 

久
喜
リ
ウ
マ
チ
ク
リ

ニ
ッ
ク 

わ
か
ば
甲
状
腺
ク
リ

ニ
ッ
ク 名 

 

称 

向
後 

寛
子 

医
療
法
人
社
団
慈

悠
会 

社
会
福
祉
法
人
ゆ

ず
の
木 

医
療
法
人
社
団
三

世
会 

浦
田 

幸
朋 

皆
川 

晃
伸 

開 

設 

者 

名 

戸
田
市
笹
目
三―

三―

一
五 

志
木
市
上
宗
岡
三―

一
八―

一

八―

一
レ
・
プ
リ
ュ
ー
ム
二 

新
座
市
野
火
止
一―

二
三―

四

四 久

喜

市

青

毛

四―

三―

一

二 

く
き
翔
裕
館
一
階 

久
喜
市
久
喜
中
央
四―

九―

一

一
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
五
Ｆ 

坂
戸
市
関
間
四―

一
二―
八 

所 
 

在 
 

地 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

指

定

年

月

日 



 

河
合
歯
科
医
院 

ハ

ー

モ

ニ

ー

歯

科 

鴻
巣 

の
じ
ま
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

や
な
ぎ
歯
科 

中
村
歯
科
医
院 

元
か
じ
整
形
外
科
内

科 は
な
さ
き
診
療
所 

さ
や
ま
整
形
外
科
内

科 い
の
う
え
内
科
・
呼

吸
器
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 佐
藤
医
院 

上
尾
そ
の
だ
眼
科 

河
合 

正
樹 

林 

一
彦 

野
島 

淳
也 

栁
原 

仁
志 

中
村 

真
士 

医
療
法
人
松
青
会 

医
療
法
人
社
団
真

誠
の
樹 

医
療
法
人
松
青
会 

井
上 
大
輔 

佐
藤 

栄
一 

園
田 

正
雄 

羽
生
市
南
羽
生
一―

一
三―

一
〇 

鴻
巣
市
新
宿
一―

一
五
三 

坂
戸
市
薬
師
町
二
八―

一 

比
企
郡
滑
川
町
羽
尾
三
六
八
九―

二
六 

比
企
郡
小
川
町
大
塚
五
二―

一 

飯
能
市
岩
沢
二
七
一―

一 

加
須
市
花
崎
北
一―

一
六―

七 

狭
山
市
富
士
見
一―

一
九―

一
九 

羽
生
市
中
岩
瀬
三
二
三―

一 

深
谷
市
内
ケ
島
八
〇
三 

上
尾
市
宮
本
町
三―

二
Ａ―

Ｇ
Ｅ

Ｏ
タ
ウ
ン
一
階
一
〇
八
区
画 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 



 

ア
イ
ン
薬
局 

行
田

新
店 

エ
ー
ス
薬
局 

下
富

店 ま
ご
こ
ろ
薬
局 

所

沢
緑
町
店 

セ
キ
薬
局 

熊
谷
妻

沼
店 

ア
イ
ビ
ー
薬
局
ア
ル

フ
ァ 

ひ
だ
ま
り
薬
局 

り
ぼ
ん
薬
局 

坂
戸

店 ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
コ

ー
プ
坂
戸
薬
師
町
店 

ケ
ン
調
剤
薬
局 

駅

前
店 

お
お
つ
歯
科
・
矯
正

歯
科 

東
飯
能
デ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク 

株
式
会
社
ア
イ
ン

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
ズ 

株
式
会
社
エ
フ
ケ

イ 株
式
会
社
い
ま
ふ

く 株
式
会
社
セ
キ
薬

品 み
は
る
薬
局
有
限

会
社 

株
式
会
社
ウ
ィ
ー

ズ 株
式
会
社
Ｉ
Ａ
Ｓ 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

株
式
会
社
ザ
ッ
ク

ス 医
療
法
人
社
団
碧

志
会 

加
賀
谷 

俊
文 

行
田
市
持
田
三
九
九―

一 

所
沢
市
下
富
一
二
六
七―

五 

所
沢
市
緑
町
三―

二
九―

一
七 

熊
谷
市
妻
沼
三
一
一―

三 

春
日
部
市
大
場
九
二
四―

七 

羽
生
市
中
岩
瀬
三
二
四 

坂
戸
市
中
小
坂
八
九
九―

三
一 

坂
戸
市
薬
師
町
二
八―

一 

一
Ｆ 

坂
戸
市
南
町
二―

九
信
栄
第
二
マ

ン
シ
ョ
ン
一
〇
六
号 

吉
川
市
美
南
二―

八―

一
六 

飯
能
市
新
光
一―

五
フ
ー
コ
ッ
ト

飯
能
店
内 

令
和
六
年
九
月

三
十
日 

令
和
六
年
十
月

十
五
日 

令
和
六
年
九
月

十
七
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
五
月

一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

  

る
ん
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

メ
デ
ィ
カ
ル
ハ
ー
ト

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

ひ
ま
り
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

き
ら
め
き
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ふ
じ
み
野
事
業

所 訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
い
つ
き
毛
呂
山 

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｗ 

合
同

会
社 

株
式
会
社
メ
デ
ィ

カ
ル
ハ
ー
ト 

合
同
会
社
Ｂ
ｅ
Ｍ

ｅ 株
式
会
社
メ
デ
ィ

ウ
ェ
ル
ズ 

株
式
会
社
ハ
ー
ト

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ 

久
喜
市
久
喜
東
五―
二
二―

五
六 

春
日
部
市
中
央
六―

三―

九 

二

階 所
沢
市
荒
幡
一
〇
一
八―

四 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
西
四―

一
〇

―

七
富
士
見
第
七
ビ
ル
三
階 

入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
西
五―

五

―

一
九
第
二
い
づ
も
荘
一
号
棟 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
九
月

二
日 

小
原 

史
也 

石
川 

和
輝 

𠮷
田 

和
彦 

深
谷 

大
介 

氏 
 

名 

    

住 

所 

ア
ン
ト
ニ
オ
鍼
灸

治
療
院 

健
や
か
整
骨
院 

平
和
台
院 

み
な
と
整
骨
院 

ふ
か
や
整
骨
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

戸
田
市
新
曽
九
〇
八―

Ｂ
区
画 

東
京
都
練
馬
区
早
宮
二―

一
九

―

一
三 

上
尾
市
中
新
井
一
七
八―

二
〇 

桶
川
市
上
日
出
谷
南
一―

二
五

―

四 

所 

在 

地 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
四
月

一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

指

定

年

月

日 



  

佐
藤 

勇
太 

小

見

山 

祥

子 髙
田 

明
美 

樋

口 

三

佐

子 田
中 

悠
理 

阿
部 

章
一 

今
川 

琴
子 

          

い
き
い
き
治
療
院 

在
宅
・
訪
問
マ
ッ

サ
ー
ジ
メ
ド
ハ
ン

ド
新
小
岩
事
業
所 

髙
田
指
圧
治
療
院 

ら
い
ふ
鍼
灸
マ
ッ

サ
ー
ジ
治
療
院 

ひ
か
り
訪
問
鍼
灸

マ
ッ
サ
ー
ジ 

ひ
な
た
訪
問
鍼
灸

マ
ッ
サ
ー
ジ 

Ｋ

Ｅ

ｉ

Ｒ

Ｏ

Ｗ 

東
武
練
馬
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

Ｋ

Ｅ

ｉ

Ｒ

Ｏ

Ｗ 

さ
い
た
ま
緑
区
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

Ｋ

Ｅ

ｉ

Ｒ

Ｏ

Ｗ 

入
間
ス
テ
ー
シ
ョ

ン Ｋ

Ｅ

ｉ

Ｒ

Ｏ

Ｗ 

川
越
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 

入
間
郡
毛
呂
山
町
中
央
四―

三

―

一
一―

一
〇
二 

東
京
都
江
戸
川
区
松
島
三―

二

九―

九
レ
ジ
デ
ン
ス
希
光
一
〇

八
号
室 

幸
手
市
上
吉
羽
一
二
二
三―

一 

加
須
市
旗
井
二
一
〇
三―

二
〇 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大
成
町
三

―

三
三
九―

二
光
ビ
ル
三
Ｆ 

所
沢
市
星
の
宮
二―

一
〇―

九 

ス
タ
ー
ハ
イ
ツ
一
〇
一 

東
京
都
板
橋
区
徳
丸
一―

九―
一
七
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ａ―

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０

５
号
室 

さ
い
た
ま
市
緑
区
中
尾
三
四
三―

一―

二
〇
一 

入
間
市
東
藤
沢
四―

一
六―

一

二―

二
〇
二 

川
越
市
霞
ヶ
関
北
二―

六―

一

―

一
〇
三 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
九
月

一
日 

令
和
六
年
十
月

二
十
五
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
九
月

六
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
六
年
十
月

一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

ケ
ア
プ
ロ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
埼
玉

熊
谷
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
こ
こ
ろ 

イ
オ
ン
薬
局
ふ
じ
み
野

店 ア
イ
ン
薬
局 

新
狭

山
店 

く
る
み
薬
局 

ク
オ
ー
ル
薬
局
坂
戸

八
幡
店 

パ
ル
薬
局
東
み
ず
ほ

台
店 

名

称 

所

在

地 

所

在

地 

名

称 

名

称 

所

在

地 

名

称 

名

称 

変

更

事

項 

熊
谷
市
中
央
一―

一
四
〇

リ
ッ
キ
ー
ハ
イ
ツ
一
〇
一 

草
加
市
谷
塚
一―

九―

一

四
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
ビ
ル
一

階 イ
オ
ン
薬
局
イ
オ
ン
ス
タ
イ

ル
ふ
じ
み
野 

チ
ェ
リ
ー
薬
局 

上
尾
市
壱
丁
目
四
六
六―

三 ユ
ニ
コ
調
剤
薬
局 

パ
ル
薬
局 変

更

前 

熊
谷
市
肥
塚
二―

三―

二

八 草
加
市
谷
塚
一―

一
六―

三
四 

イ
オ
ン
薬
局
ふ
じ
み
野
店 

ア
イ
ン
薬
局 

新
狭
山
店 

上
尾
市
壱
丁
目
北
二
五―

二
七 

ク
オ
ー
ル
薬
局
坂
戸
八
幡
店 

パ
ル
薬
局
東
み
ず
ほ
台
店 

変

更

後 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

  

大
地 

晴
久 

氏

名 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

変

更

事

項 

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

名

称 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

変

更

前 

さ
い
た
ま
市
緑
区
中
尾
三

四
三―

一―

二
〇
一 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ 

さ
い
た

ま
緑
区
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

東
京
都
板
橋
区
徳
丸
一

―

九―

七 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ 
東
武
練

馬
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
一
四
四

二―
一
渡
辺
マ
ン
シ
ョ
ン

二―
一
〇
二 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ 

鶴
ヶ
島

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

入
間
市
東
藤
沢
四―

一

六―

一
二―

二
〇
二 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ 

入
間
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

変

更

後 



      

片
桐 

利
孝 

石
沢 

恭
子 

市
川 

文
乃 

 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

所

在
地 

名

称 

所

在
地 

名

称 

所

在
地 

名

称 

所

在
地 

名

称 

三
郷
市
三
郷
二―

一
一

―

五
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
三

郷
四
〇
二 

か
ら
だ
元
気
治
療
院
三
郷

八
潮
店 

三
郷
市
三
郷
二―

一
一

―

五
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
三

郷
四
〇
二 

か
ら
だ
元
気
治
療
院
三
郷

八
潮
店 

所
沢
市
東
所
沢
一―

三

〇―

一
ビ
ク
ト
リ
ー
ハ
イ

ツ
一
〇
三 

市
川 

文
乃 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

三
郷
市
戸
ヶ
崎
一―

二

二
〇 

か
み
や
治
療
院 

三
郷
市
戸
ヶ
崎
一―

二

二
〇 

か
み
や
治
療
院 

所
沢
市
く
す
の
き
台
二―

五―

二
二―

一
〇
二 

ふ
わ
っ
ｔ
ｔ
ｏ
鍼
灸
マ
ッ

サ
ー
ジ
治
療
院 

さ
い
た
ま
市
桜
区
下
大
久

保
一
二
一
九―

一―

三

一
四 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ 

さ
い
た

ま
桜
区
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 



    

新
井 
誠 

   

施
術
所 

      
所

在
地 

名

称 

      

飯
能
市
柳
町
九―

一
七

―

二
〇
四 

て
あ
て
在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ 

飯
能
院 

      

東
京
都
立
川
市
曙
町
一

―

二
五―

一
二―

七
〇

三 株
式
会
社 

在
宅
ケ
ア

マ
ッ
サ
ー
ジ 

東
京
在
宅

サ
ー
ビ
ス 

立
川
事
業
所 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

新
井
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団 

康
佑

会 

さ
や
ま
整
形
外
科

内
科 

は
な
さ
き
診
療
所 

医
療
法
人
社
団 

康
佑

会 

元
か
じ
整
形
外
科

内
科 

吉
田
整
形
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人 

行
田
岡
田

医
院 

医
療
法
人 

う
ぶ
ご
え

会 

テ
ィ
ア
ラ
２
１
女

性
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 

称 

白
岡
市
小
久
喜
一
一
九
〇―

五―

二
Ｆ 

狭
山
市
富
士
見
一―

一
九―

一
九 

加
須
市
花
崎
北
一―

一
六―

一
三 

飯
能
市
岩
沢
二
七
一―

一 

所
沢
市
久
米
一
五
六
九―

一 

行
田
市
北
河
原
一
〇
二―

一 

熊
谷
市
筑
波
三―

二
〇
二
テ
ィ
ア
ラ
二
一
ビ

ル
五
〇
四
号 

所 
在 

地 

令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
十
月
一
日 

令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
九
月
三
十

日 

廃
止
年
月
日 



 

医
療
法
人 

香
取
歯
科

医
院 

島
田
歯
科 

細
川
歯
科
医
院 

久
喜
東
ク
リ
ニ
ッ
ク 

久
喜
リ
ウ
マ
チ
ク
リ
ニ

ッ
ク 

佐
藤
医
院 

上
尾
眼
科 

柿
沢
外
科
医
院 

武
蔵
藤
沢
セ
ン
ト
ラ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク 

坂
部
医
院 

宮
代
ク
リ
ニ
ッ
ク 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一―

八―

一
三
香
取
ビ

ル
二
Ｆ 

狭
山
市
広
瀬
三―

七―

二
七 

狭
山
市
南
入
曽
五
五
六―

三 

久
喜
市
青
毛
四―

三―

一
二
く
き
翔
裕
館
一

階 久
喜
市
久
喜
中
央
四―

九―

一
一
イ
ト
ー
ヨ

ー
カ
ド
ー
五
Ｆ 

深
谷
市
内
ケ
島
八
〇
三 

上
尾
市
上
町
一―

一―

一
五
市
川
ビ
ル
二
Ｆ 

上
尾
市
原
市
六
〇
〇―

三 

入
間
市
下
藤
沢
三
七
五―

一 

桶
川
市
東
一―

三―

二
六 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
一―

八―

一
五 

令
和
六
年
九
月
十
六

日 令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
九
月
三
日 

令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
五
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
七
月
二
十

三
日 

令
和
六
年
三
月
一
日 



  

ア
イ
ビ
ー
薬
局
ア
ル
フ

ァ 本
庄
く
る
み
薬
局 

い
ぶ
き
薬
局 

緑
町
店 

エ
ー
ス
薬
局 

下
富
店 

ア
イ
ン
薬
局 

行
田
新

店 ソ
レ
イ
ユ
薬
局
坂
戸
店 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
富
士

見
東
み
ず
ほ
台
駅
前
店 

中
村
歯
科
医
院 

春
日
部
市
大
場
九
二
四―

七 

本
庄
市
千
代
田
三―

二―

一
一 

所
沢
市
緑
町
三―

二
九―

一
七 

所
沢
市
下
富
一
二
〇
〇―

四 

行
田
市
持
田
四
二
一―

一 

坂
戸
市
中
小
坂
八
九
九―

三
一 

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
一―

四―

一
サ
ニ
ー

ク
レ
ス
ト
み
ず
ほ
台
一
階 

比
企
郡
小
川
町
大
塚
五
二 

令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
十
月
一
日 

令
和
六
年
九
月
十
六

日 令
和
六
年
十
月
十
四

日 令
和
六
年
九
月
二
十

九
日 

令
和
六
年
九
月
三
十

日 令
和
六
年
八
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
九
月
三
十

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

え
つ
お
歯
科
医
院 

一
般
社
団
法
人
新
田
会 

に
っ
た
歯
科 

よ
し
ひ
ろ
皮
ふ
科 

名 
 

称 

入
間
市
鍵
山
一―

一
一―

一 

東
松
山
市
箭
弓
町
一―

一
一―

七 

ハ
イ
ム
グ
ラ
ン
デ
東
松
山
一
〇
六

号
・
二
〇
三
号 

春
日
部
市
中
央
一―

七―
二
〇
第
五

熊
谷
ビ
ル
一
Ｆ 

所 
 

在 
 

地 

令
和
六
年
十
月
一
日 

令
和
六
年
十
一
月
八
日 

令
和
六
年
十
一
月
三
十
日 

辞

退

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア 

ふ
じ
み

野 

訪
問
看
護 

名 
 

称 

ふ
じ
み
野
市
南
台
一―
一
五―

一

二 

所 
 

在 
 

地 

令
和
六
年
九
月
十
五
日 

休

止

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

こ
ば
と
薬
局 

清
水
歯
科
医
院 

名
称 

草
加
市
谷
塚
一

―

二
〇―

一
五 

飯
能
市
仲
町
八

―

七 所
在
地 

伸
和
株
式
会
社 

清
水 

文
昭 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
六
年
八
月
一

日 令
和
六
年
六
月
一

日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

居
宅
介
護
支
援
事
業

所
は
ま
ゆ
う 

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル
薬
局 

羽
生
店 

ケ
ア
ー
ズ
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
東
松
山 

医
療
法
人
社
団
協
友

会 

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
こ
こ
ろ 

み
や
ぎ
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ

ン
タ
ー 

名
称 

事
業
者
所

在
地 

事
業
所
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

変
更
事
項 

神
奈
川
県
横
浜

市
緑
区
上
山
二

―

三
五―

一 

フ
ァ
ー
コ
ス
薬

局 

つ
ば
め 

東
松
山
市
本
町

一―

七―

六
リ

ゾ
ン
ヤ
マ
イ
チ

一
〇
一 

東
松
山
市
本
町

一―

七―

六
リ

ゾ
ン
ヤ
マ
イ
チ

一
〇
一 

草
加
市
谷
塚
一

―

九―

一
四
グ

リ
ー
ン
ラ
イ
フ

ビ
ル
一
階 

上
尾
市
小
泉
二

―

二
四―

二 

二
〇
三 

 

変
更
前 

東
京
都
新
宿
区

西
新
宿
二―

一

―

一
新
宿
三
井

ビ
ル
三
〇
階
三

〇
〇
五
号 

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル

薬
局 

羽
生
店 

東
松
山
市
本
町

一―

四―

八 

東
松
山
市
本
町

一―

四―

八 

草
加
市
谷
塚
一

―

一
六―

三
四 

上
尾
市
上
一
一

二
七―

三
六 

 
変
更
後 

居
宅
介
護
支
援 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

訪
問
看
護 

 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

 

訪
問
看
護 

 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

居
宅
介
護
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



 

さ
わ
や
か
ケ
ア
所
沢
・

居
宅
介
護
支
援 

さ
わ
や
か
ケ
ア
所
沢
・

訪
問
介
護 

あ
お
い
糸 

シ
ル
バ
ー
は
あ
と
久
喜 

ア
イ
ン
薬
局 

新
狭

山
店 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
所
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
所
名

称 

東
京
都
江
東
区

越
中
島
三―

五

―

一
九 

東
電
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ
株
式
会
社 

東
電
さ
わ
や
か

ケ
ア
所
沢
・
居

宅
介
護
支
援 

東
京
都
江
東
区

越
中
島
三―

五

―

一
九 

東
電
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ
株
式
会
社 

東
電
さ
わ
や
か

ケ
ア
所
沢
・
訪

問
介
護 

富
士
見
市
羽
沢

二―

五―

四
五 

久
喜
市
菖
蒲
町

三
箇
七
四
〇―

一 株
式
会
社
シ
ル

バ
ー
は
あ
と 

チ
ェ
リ
ー
薬
局 

東
京
都
豊
島
区

北
大
塚
一―

一

二―

一
五 

ウ
エ
ル
シ
ア
パ

ー
ト
ナ
ー
ズ
株

式
会
社 

さ
わ
や
か
ケ
ア

所
沢
・
居
宅
介

護
支
援 

東
京
都
豊
島
区

北
大
塚
一―

一

二―

一
五 

ウ
エ
ル
シ
ア
パ

ー
ト
ナ
ー
ズ
株

式
会
社 

さ
わ
や
か
ケ
ア

所
沢
・
訪
問
介

護 富
士
見
市
羽
沢

一―

三
一―

六

ス
カ
イ
マ
ン
シ

ョ
ン
藤
二
〇
五 

東
京
都
新
宿
区

西
新
宿
二―

三

―

一
新
宿
モ
ノ

リ
ス
ビ
ル
二
六

階 株
式
会
社
ベ
ネ

ッ
セ
キ
ャ
リ
オ

ス ア
イ
ン
薬
局 

新
狭
山
店 

居
宅
介
護
支
援 

訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

福
祉
用
具
貸
与 

 

特
定
福
祉
用
具
販
売 

 

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸

与 
 

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

            

 

ひ
ろ
せ
西
武
薬
局 

み
や
ぎ
訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

名
称 

狭
山
市
広
瀬
東
三

―

一
三―

一
八 

上
尾
市
小
泉
二
六

―

一 

所
在
地 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
六
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
四
月
一
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  ガスクロマトグラフ・トリプル四重極型質量分析計の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県衛生研究所食品化学担当 埼玉県比企郡吉見町大字江和井410番地１ 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年９月18日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  三菱ＨＣキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 

５ 落札金額 

  35,962,080円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年７月26日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
五
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二―

一―

四
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
久
喜
市
江
面
字
東
前
谷
三
百
四
十
番
地
一
外
二
十
筆
、
市
道
久
喜
六
〇
〇
八
号
線
の

一
部 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
四
十
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
六
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

蓮
田
市
高
虫
西
部
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
高
虫
字
正
御
地
、
字
高
都
原
及
び
字
前
野
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
高
虫
八
十
番
一 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
五
月
十
七
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

第
五
条
中
「
埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
黒
浜
二
千
七
百
九
十
九
番
一
」
を 

「
埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
高
虫
八
十
番
一
」
に
変
更
す
る
。 

七 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
七
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

                           

埼

玉

県

知

事

第

八

号 

指

定

番

号 

株

式

会

社

建
築
構
造
セ

ン

タ

ー 

名

称 

東
京
都
新
宿
区

新
宿
一
丁
目
八

番

一
号 

変
更
後
の
住
所 

東
京
都
新
宿
区

新
宿
一
丁
目
八

番

一

号 

変
更
後
の
構
造

計
算
適
合
性
判

定
の
業
務
を
行

う
事
務
所
の
所

在
地 

平
成
二
十
六
年

五
月
二
十
六
日 

住
所
及
び
事
務

所
の
所
在
地
の

変
更
日 

 

埼
玉

県
知

事
第

十
三

号 
 

委
任

番
号 

ハ
ウ
ス
プ

ラ
ス
確
認

検
査
株
式

会
社 

指
定
構
造

計
算
適
合

性
判
定
機

関
の
名
称 

構
造
計
算

適
合
性
判

定
機
関
の

名
称 

変
更
事
項 

ハ
ウ
ス
プ
ラ
ス

確
認
検
査
株
式

会
社 

変

更

前 

ハ
ウ
ス
プ
ラ
ス

住
宅
保
証
株
式

会
社 

変

更

後 

令
和
六
年
十

二
月
一
日 

変
更
年
月
日 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

奥 
 

 

広 

文 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

と
き
が
わ
熊
谷
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
伊
古
字
弥
平

松
一
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
福
田
字
大
木
四
七

五
二
番
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
五
・
五
〇
～
二
六
・
一
一 

一
一
・
〇
〇
～
二
一
・
五
六 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

五
三
・
四
三 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
整
備
工
事
に
よ
る
。 

備 
 

考 



告 
 

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

奥 
 

 

広 

文 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

西
平
小
川
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

比
企
郡
小
川
町
大
字
下
古
寺
字
田

中
二
一
四
番
四
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
青
山
字
木
ノ
下
一

五
九
三
番
三
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
〇
・
二
〇
～
二
一
・
七
〇 

七
・
六
一
～
一
四
・
一
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

四
三
九
・
一
三 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
築
事
業
に
よ
る
。 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

行
田
市
停
車
場
酒
巻
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新 旧 

旧 
新 
別 

行
田
市
大
字
犬
塚
字
反
町
一
四
二
五
番
地

先
か
ら 

同
市
大
字
北
河
原
字
陣
場
一
四
三
六
番
一

地
先
ま
で 

行
田
市
大
字
犬
塚
字
反
町
一
四
二
五
番
地

先
か
ら 

同
市
大
字
酒
巻
字
宿
裏
一
五
七
一
番
地
先

ま
で 

区 
 
 
 

間 

 
 

一
七
・
三
〇
～ 

 
          

二
四
・
九
〇 

 
 

六
・
六
〇
～ 

 
          

一
八
・
四
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
八
五
七
・
〇
〇 

一
八
五
八
・
七
〇 

延 
 
 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

上
中
条
斉
条
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新 旧 

旧 
新 
別 

行
田
市
大
字
犬
塚
字
反
町
一
五
〇
七
番

二
地
先
か
ら 

同
市
大
字
犬
塚
字
反
町
一
四
二
五
番
地
ま

で 

区 
 
 
 

間 

一
三
・
二
〇 

 
 
 

～
一
五
・
九
〇 

一
一
・
九
〇 

 
 
 

～
一
五
・
九
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

九
〇
・
三
〇 

延 
 
 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
号 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
八
年
七
月
十
九
日
第
一
号
で
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

小 

松 

克 

枝 
 

 
 

          



 

第
二
号 

取

消

番

号 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

指

定

の

取

消

し

の 
年

月

日 

戸
田
市
大
字
新
曽
字
柳
原
三
四
〇―

一
地
先
か
ら 

戸
田
市
大
字
新
曽
字
柳
原
四
二
七―

一
一
地
先
ま
で 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

七
十
六
・
四
〇 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

二
十
・
〇
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

幹
線
街
路 

 

三
・
四
・
九 

旭
町
沖
内
線
の
一
部 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
号 

 
令
和
六
年
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
九
号
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
の
招
集
に
つ
い
て
）

は
取
り
消
す
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
一
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 

 



正

誤 

 
埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
五
号
（
令
和
六
年
八
月
二
日
第
五
百
三
十
七
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
表
中 

一 
 

 
 

調
査
を
行
っ
た
地
区 

 

誤 青
木
一
地
区
（
青
木
二
丁
目
） 

 

正 青
木
一
地
区
（
中
青
木
二
丁
目
） 
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